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第９回 宇部市営旅客自動車運送事業審議会 会議録 

 

【日 時】令和３年（2021年）２月１９日（金）１０：００～１１：５０ 

【場 所】宇部市 勤労青少年会館 ２階 集会堂 

【出席者】１２名 

     （会場参加 ８名） 

榊原会長、有馬委員、婦木委員、藤部委員、川﨑委員、村上委員、

川本委員、宮田委員 

（テレビ会議による参加 ４名） 

岡村委員、宮崎委員、谷島委員、加藤委員 

【欠席者】２名 

藤井副会長、西村委員 

【事務局】７名 

宇部市交通局 大谷局長、徳永次長、 

   八木交通事業課長、古谷交通事業副課長、 

   三好総務財政係長、竹永観光貸切係員、 

   西村企画営業係員 

【オブザーバー】３名  

宇部市総合戦略局共生社会ホストタウン推進グループ  

村上次長、中村グループリーダー、成瀬チーフ 

【次 第】１ 開会 

２ 議題 

（１） 公営と民営の比較について 

（２） 収支シミュレーションについて 

（３） 答申書（案）について 

３ 連絡事項等 

４ 閉会 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

１ 開会 

 

おはようございます。今日ご出席の委員がお揃いになられたので、第９回宇部市

営旅客自動車運送事業審議会を開催させていただきます。それでは早速ですが議題

に入りたいと思いますので、会長よろしくお願いいたします。 

 

（ここから会長が進行） 

  

２ 議題 （１）公営と民営の比較について 

 

皆様おはようございます。今回につきまして前回の会議で午後開催とアナウン
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スされていましたが、私の大学の都合等もありまして午前にしていただきまし

た。ご協力いただきましてありがとうございます。本日三件ということですが、

答申とりまとめに向けて非常に重要な議題ばかりだと思っておりますので、ご審

議の程よろしくお願いいたします。三件も実はお互いに関連しているところも多

いですので適宜フォローできればと考えております。まず一つ目の公営と民営の

比較ですが、こちらにつきまして前回議論してほしいと要請があったところです

が、まず事務局側の資料を説明いただければと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

資料１、公営と民営の比較資料ということでございますが、これらについては

財務と組織とサービス面と、大きく分けて三つ。その中さらには収益性、効率

性、継続性、そういった観点で取りまとめておりますけれども、私どもの第三者

的な目で見たものではなくて、独りよがりな見解や意見になっているかもしれま

せんので、委員の皆様からご指摘等頂きたいと思っております。一つ一つ読み上

げるのではなくて、ご覧になっていただきまして、お気づきの点等がありました

らその都度ご指摘いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 

以上でよろしいですか。こういう資料が用意されている訳ですけれども、前回

主に市の方から公営民営の比較の議論をしてもらいたいという要請がありまし

た。そちらについては前回の後、市の方とも少しその意図するところ等について

はお話をさせていただきました。申してよろしいかと思うのですが、委員は全国

の公営民営問わずバス事業の実態について非常に精通しておられます。そういっ

たところでまた、国土交通省の制度設計等の議論にも参加されておられます。そ

ういった観点がございますので、委員とも事前にお話をさせていただいていま

す。そういった中でご指摘としていただいているのは、こちらの資料にまとめら

れているところというのはある意味最大公約数のようなものかもしれないけれど

も、個別の事業者の実態によって様々であると。公営と言ってもここに書いてあ

ることができている事業者、できていない事業者がいると。民営も同様です。そ

ういった事業者間のばらつきは相当あるという話をご指摘としていただいていま

す。それからもう一点は時間的な問題点の悪化。例えば公営のメリット、民営の

メリットについて、かつて十年前、二十年前に言われていたことが今も通用する

かというと必ずしもそうではないという点もご指摘をいただいています。そうい

ったところについてはこの場でも具体的に議論ができればと思うのですが、そう

いった中で色々難しさはあるのですが、こういった表をまとめていただいたとい

うところではあります。どういった形で議論を進めるかというところがあるので

すが、私の理解では、宇部の街において交通事業を民営で運営するべきではない

かというご意見が一定数あるということだと承知しています。ただ、この審議会

としては以前に一旦そのあたりの議論は一度しておりまして、ひとまず公営を前
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提にしてということでした。ただ今回再度ということで、一つは本当の定量的な

民営だったらこういう数字だ、公営だったらこういう数字だという議論ができれ

ばいいのですが、民営のスキームというのも様々あるので、例えば岩国でしたら

岩国市交通局からいわくにバスという会社に移行しているわけです。山口でした

ら山口市から防長交通に基本的には移行した訳ですけれども、あとは部分的な民

間委託とか様々あるので、民営の仕組みを仮定しないとシミュレーションができ

ない、なのでそこで議論がしづらいというのは正直あります。その中で、少しこ

こまでお話として出ていたところとしては、人材確保という部分で、このタイミ

ングで民営化してしまうということになると、人材確保の部分でリスクがあるか

と。さらに言うと、過去の民営化の事例の中では、民営化後に路線の廃止が生じ

ているケースがかなりの市の事例でございます。具体的には岩国市でもございま

す。それから呉市。広島県の呉市の場合では、一旦交通局というものは無くなっ

たわけですけれども、その後呉市が直営で運営する路線が復活するというような

ことも起こっています。そういった状況を考えると、人材確保に関して今のタイ

ミングだと色々リスクがあるだろうと思っています。あともう一つの点は、交通

政策的な部分です。それは以前も私の方から申したと思います。もし何かござい

ましたらこの後伺いたいと思います。あまり私のみが話すのも良くないと思うの

で、専門家の皆さん、それから市民の委員の皆さん、どういった点からでもいい

のでが、疑問とか指摘とかございましたらご指摘いただければと思います。若干

分かりづらい振り方で申し訳なのですけれども、何かございましたらよろしくお

願いします。 

 

民業圧迫という言葉があるのですが、これが大きなネックの一つになっている

ような気がします。民業圧迫の定義というか規約というか、範囲は決められてい

ますか。どこまでが民業圧迫になりますか。 

 

民業圧迫にならない範囲ということでしょうか。民業圧迫というところは交通

局の事業で一番問題になるのは貸切です。貸切事業は乗合と比べると市民の移動

手段確保という役割はございませんから、ある意味収益性を求めているところが

あります。そういう部分では場合によっては民業圧迫ではないかという議論はあ

り得ると思います。そうであったとすれば、以前にも議論していると思います

が、貸切事業の撤退も選択肢に上がってくると。貸切を撤退して乗合に専念する

というのは選択肢としてあり得ると思います。 

 

料金的なことだろうと思うのですが、それはどの範囲の。例えば民間が百だっ

たら公営としてどの範囲までが許容範囲ですか。 

 

事務局の方からよろしいですか。 
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数量的な規制があるとか、決め事があるわけではないのですが、ここでこのよ

うに表現させていただいたのは、私達は基本的に利潤を追求する団体ではござい

ませんので、最終的な目的はあくまでも乗合事業の維持、維持のために内部補助

という言葉が使われておりますけれど、乗合事業を安定的に経営していくために

ここで少し資金を稼ぐという意味で、決してそこで利潤を求めるわけではござい

ませんので、やればやるほど良いとかそういったものではなくて、あくまでも乗

合事業の手助けをするためにやっている。なので、儲けられるから全部儲けにい

くということでもないといった意味合いで表現しています。一方民営であれば当

然利潤はいくらあってもいいわけで、受注機会があればどんどんやられると思い

ますけれど、私どもは、目的はあくまでもそこではないということで、そのあた

りの違いがあろうかと思います。じゃあどこまでやる、これ以上やったらいけな

いのかとか、そういった取り決めはないので、ご質問について明確にお答えする

のは困難です。 

 

続きいいですか。収益改善というのが一つ目的としてこの審議会はあると思い

ますが、元々この収益改善という言葉は難しいですよね。 

 

もちろんどんどん利潤が上がるようなビジネスではないのは事実です。 

 

積極的にそういうことができない。あくまでも市民サービスの部分であれば、

収益改善の審議会としてはどういうふうに考えたらよろしいですか。 

 

そのあたり、今日の議題の三つ目ですが、答申の構成の中でも少し考えている

とことですが、そちらと合わせて議論した方がいいのかもしれませんが、答申の

構成として今考えていますのは、例えば市の条例とか市の計画で規定しているバ

ス交通の役割というのがあるのですが、収益改善というのも基本的にはそういっ

た目的を果たすための収益改善であると。その観点から見て、貸切事業が必要な

のか不要なのか。あるいはこういった路線が必要なのか不要なのか。値上げは必

要なのか不要なのか。そういったことを個別に議論していくというような構成に

したいと思っています。ご質問は収益改善という話と、そもそも公営なので収益

性には限界があるという話のバランスというところでしょうか。 

 

そういうところでしょうか。この審議会に参加するにあたって毎年毎年ずっと

交通局はいくら赤字だという記事を決算時期にいつも私どもは目にするわけで

す。その中で自分としては市民サービスの部分でしょうがないのではないかとい

う感覚でいたのですが、この審議会に収益改善というのが一つのミッションとし

てあったような気がしたので、矛盾があるなと。そうすると乗合バスが例えば初
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乗り料金とか高齢者の百円バスとか、乗合については民業圧迫ということは無い

わけですか。貸切だけについてのことですか。 

 

宇部の現状で言うとご承知のように市内のかなりのエリアは交通局のみが現状

路線を運行しています。競合が生じているのは西部の厚南方面。あっちの方は船

木鉄道、サンデン交通との競合という状況があるのですが、市内のかなりのエリ

アで交通局しかサービスを提供していない、そもそも競合が無いのが一つです。

競合が少ない。それからもう一つは近年公共交通に関して地方では競合している

場合ではないというか、ライバルはマイカーであって、そういうことを考えたと

きに公共交通全体として協調して一定のサービスを維持していこうという考え方

が国にもあると思います。具体的には以前もご紹介があったかと思いますが、昨

年法改正で独占禁止法の適用からバスが除外されたということがありまして、バ

ス会社間の共同事業ができると。民間同士でやってももちろんいいわけですが、

そういう状況があるので、厳密な意味で観光路線があれば民業圧迫というのもあ

り得るかと思いますが、今の宇部市の現状において乗合で民業圧迫の状況はほぼ

ないのではないかと私の考えですが思っております。 

 

その線引きが不確かなような気がするのですが。分かりました。ありがとうご

ざいました。 

 

ありがとうございます。ご指摘の点は分かるような気がしていて、貸切に関し

て民業との住み分けの議論はあり得ると思いますが、宇部市の現状において宇部

市交通局がかなりのエリアをカバーしているという現実があるので、その点は考

慮していきたいと思います。ありがとうございます。 

 

よろしいですか。今の議論重要なところで、民業圧迫っていったい何かとか、

どこまで良いとか悪いという問題もあるかもしれないし、そもそも何かというこ

とがあると思いますが、今会長も交通局の方もおっしゃったように、言い換える

とそれを判定してどうするか決めるのがこの会議だと考えた方が良くて、世の中

にやってはいけないということは何もないです。乗合バスにしても貸切バスにし

ても基本的には今は法令上自由競争なので、貸切でも乗合でもいろんな会社が好

きなように基本的には運行することができ、他の会社が走っているところでも参

入することが出来るし、逆に他の会社が何もなくて自分のところしかやっていな

い場合でもやめたいと思ったら運輸局に届け出て半年たったらやめられるという

仕組みに今はなっているので、そういう意味では拠って立つところが全く同じで

あれば後は競争原理で戦ってくれというのが今の原則になっているということで

す。ただ、戦って勝ってすごく儲かる事業かといえば大半の地域でそうではなく

なっていて、補助金を前提としなければほとんどできない事業だというのが常識
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で、そうすると収入としては運賃だけ考えるのではなくて補助金も含めて考えな

ければいけないとなる。その時に通常、公営交通というのは例えば名古屋でもそ

うですが、名古屋市交通局に対して名古屋市の市長部局、一般会計が補助する仕

組みがあって、その補助の仕組みは他の会社がうちはこういうことをやりたいの

で補助してくださいと言ってももらえない、もらうことを全然想定していない仕

組みになっていると。なので、もし名古屋市の中にそういうことをやりたいと思

っているけどそういう制度が無いのでできないということになると、民間でやり

たいと言って実際やれるのにやれないので、それはある種の民業圧迫と言えるか

もしれません。そういうことが公営の場合は多く見受けられる。一方で、今はあ

まりそうではなくなっていますが、以前は同じ仕事を公営でやるより民営でやる

方が安いことが多かったので、つまり公営のみの補助金制度があって、同じ仕事

が公営より民営の方が安くできるのだったら同じ補助金を民営の方に渡した方が

よっぽど補助金も少なくて済むじゃないかと。それから会社は赤字だったら潰れ

てしまうので、赤字じゃなくて黒字にしようという気持ちが当然強いので、それ

でも無理なら補助金とか辞めるということになるので、同じ仕事をやるときに黒

字にするとかお客さんをたくさん乗せるという意欲が強くなるという点がいいと

いうことなのですが、頑張ってもどうせ赤字で補助金をもらえるのだったら頑張

らなくていいとなると、むしろ民営の方がまずい場合もあって、同じ補助金もら

って頑張っても頑張らなくても収入が変わらないのだったら、補助制度というの

は赤字補填なので、赤字補填なら頑張らない方が得ということになるので、全国

に補助金をもらってあまり頑張らないバス会社がいっぱいになってしまったとい

うことになります。そうするとむしろ公営の方が、公務員がさぼっていると厳し

く見られるので、そっち方がいいのではないかという考え方もあると。そういう

ところだと既に民業圧迫と言うのは全く当たらないとなるのでしょう。ややこし

いのは、都心部だと、あるいは宇部の場合だと新山口に行く路線とか空港バスだ

と黒なので、ここだけ他社がやらせろという話になってくると、今の法規制だと

全くこの会議で何を言おうともできます。ただそれをやろうとすると営業所を作

らないといけないし、車も持たないといけないし、運転士もなりたい人がいない

状態でやるというのは難しいので、結局自由に入れるけどやらないということに

なっていると思います。営業所は宇部市交通局も郊外の方に局があって営業所が

あるわけですが、規模の効果というか、そこら中に小さい営業所を持っているよ

りも、大きい営業所を持ってそこで運用した方が、色々効率が良いので、宇部は

宇部市交通局が一通り路線を走らせるような設備や車を持ってやっているので、

実は一番安く済んでいるのかもしれないということになる。そこの吟味はこの回

で色々とシミュレーションして本当にそれで良いのかどうか、あるいはある一部

の部分は、例えば小さい車を走らせるのだったらタクシー会社や他のバス会社に

やっていただいた方がいいかもしれないということを吟味すると、どこまでが公

営でやって、どこまでが民業でやるかという仕分けができてくるということで、
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答申にその辺りの、具体的にここからここまでとは言わないけれど、大体こうい

うところはこちらがやった方がいいということになって、一番議論になるのはや

はり貸切事業になる流れだと思います。私自身が忙しくてできなかったのです

が、今資料１で出ている公営と民営の比較資料というのは決して宇部市の状況に

マッチしているわけではなくて、一般論としてこうだと思ってもらった方がいい

と思います。それぞれの項目についてもう少し吟味して一般にはこうだけど宇部

市ではこう、あるいは宇部市の中でもこの事業はこうだけどこの事業はこうだと

いうのがあるので、そこを深めて最終的な答申に落とし込めばいいと思います。

 

大変重要な点をフォローも含めてありがとうございました。答申を意識する

と、資料１は一般的にはこういうことが言われていると、それはそれとして、そ

の中で宇部においてどうであるかというところを書いていく必要があると思いま

す。そういった部分で私の方で気が付くとことを若干申せば、例えば収益性の冒

頭の走行キロ当たりのコストが高い低いというところについても、宇部市交通局

の場合には市内の中心部の方の路線が多いので、それによってどうしても信号で

止まって速度が低下するので、それでキロ当たりのコストが高くなっているとい

う面があります。以前時間当たりのコストにすると少し様子が変わるというデー

タも出ていたと思うのですが、宇部市営がかなり市街地の路線をカバーしている

ことによるキロ当たりコスト高という面はあると思います。あとは例えば市の交

通政策との関係というところがあるわけですが、宇部市も地域公共交通網形成計

画という公共交通マスタープランが存在するわけですが、宇部市交通局はこれま

で基本的はそれに協力する形でやってこられていると、さっき委員から場合によ

ってはバスではなくてタクシー事業者にという話もありましたが、交通局のバス

路線を廃止して、代わって市の補助のもとにコミュニティタクシーという名で厚

南方面や原、桃山でバス路線があったところを転換したものもあります。そうい

った形のことにはこれまでも交通局が協力されていたと思うので、今後ももしタ

クシーでやる方が効率的だというところが生じてくればそういうこともするべき

でしょうし、その辺りは今後も状況に応じてバスから乗合タクシー等への転換は

進めていくべきだと思っています。 

 

バス事業者の立場からのお話ということで、地域性が違うので合っているかど

うか分からないですが、まず一つこの資料について、公営と民営の比較資料とい

う資料ですが、公営をもし民営に変えたときにどのようなことが起きるかという

ことはここには書いてありません。つまり、公営がいきなり民営のメリットのと

ころだけになるというように見えますが、決してそうではなくて、公共交通の本

来の目的は何かといった時に、やはり継続維持です。それは先程市民の方が言わ

れたように、収支を公営の企業が目的として良いかという話です。赤字というの

はコストです。全て色々な公共交通はコストとして出すのが、なぜかバスだけが
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

赤字が指摘される風潮があります。もし民営にしたときに、間違いなく、経済性

のところから言うと、この路線をどんどん切っていくということが始まります。

コストが高い部分、例えば運転士さんも受け入れられないでしょう。そうする

と、雇用も全部奪ってしまいます。民営にしても、非常に良いことばかり書いて

ありますが、コロナの中で優良の大手だけでも大変な状況の中で、果たしてこう

いうお荷物を受けられるかという現実的な問題もあります。民営にできるか、あ

るいはしたときにどういうことが起きるかというシナリオが無いので、これだと

民営の方がいいと感じられてしまう可能性もありますが、実際はそうじゃないの

ではないかと思います。あと、公営と民営の比較を際立たせているのですが、逆

に公営でも民営ができる努力をするべきではないのか。例えば広告収入とか整備

収入を民営はできるというのですが、広告収入は公営でもどんどんできるわけだ

し、民間に倣ってやってみるというのは最初のステップのような気がします。せ

っかくこれだけの歴史で公共交通を支えてきた。社会環境変化によって今赤字の

状態があるということですが、これは特にバス会社の責任ではないわけです。責

任追及的なところで赤字だという指摘は、私は全く当たらないと思うし、私はむ

しろ公共交通については自治体や国がコストとして出して、その中で本当に効率

的な、あるいは安心した運営を事業者がやるという役割に責任分担を分けるべき

と思っています。私の私見ですが、資料でこういう形だけで出すと民営の方がい

いという誤解を生みかねないということがありましたので、その懸念をお伝え申

し上げます。 

 

ご指摘ありがとうございます。今のご指摘同感です。こういった表はあっても

いいと思いますが、今委員のご指摘の中で民営化を仮に行った場合に予想される

不都合と言いますか、現実に他の地域の事例で民営化後の路線の廃止であります

とか、実際に起こっておりますので、あるいは民間委託をしたけれどもある段階

で民間委託から事業者が撤退してということも現実に起こっておりますので、仮

に民営化のステップを取った時に懸念される色々なリスクについてはきちんと言

及して参りたいと思っております。公営だからできないことは実はほとんど無い

のではないかという委員のご指摘もありまして、それもおそらくそうで、そこの

部分はおっしゃるように、例えば前々回に委員の方から育成プログラムのお話等

もあったわけですが、民間の方でやっておられることを公営の方でも積極的に学

んで身に着けるということは大事なことですので、そういうところは積極的にや

るべきだということを指摘させていただきたいと考えております。ありがとうご

ざいました。その他皆さんの方でいかがですか。 

 

乗合バスの経営破綻で、例えば路線が消滅した場合の具体的な事例、もしそう

いうふうになった場合に他の事業者が肩代わりしたとか、自治体の方で始めたと

か、分かりやすい事例がありましたら挙げていただくと分かりやすいのですが。
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今おっしゃったのはこの場でということですか。 

 

もし分かればということです。先程簡単におっしゃいましたが、もし経営破綻

が起こった場合にというお話をされましたが、もう少し具体的に事例があれば、

経営破綻した場合にこうなったというのがあれば分かりやすく教えて頂ければ助

かります。 

 

一番良いのは井笠鉄道の事例で、岡山と広島の境のところ。笠岡が本社だった

会社の破綻が５、６年前にありました。１０月１２日の朝に報道があって、経営

破綻したと出ました。その時に午後の記者会見で今月末までしか走らせられませ

ん、あとはよろしくと。実はもう潰れそうだと分かっていたので、岡山の両備グ

ループが動いていました。けれどそんなに早く急に破綻すると思っていなかった

ので、そこから全国の両備グループの運転士を集めて、貸切の予約も全部他社に

回して、５０人くらい運転士をかき集めて急いで訓練して、もちろん井笠鉄道の

社員もいるので、希望する人はやってもらって、二週間半で体制を整えた。運行

はそれでも六割くらいしかできなかったですが、完全に止めることは無く、何と

か１１月１日から走って、でもそれは暫定で４月１日に会社が新しくできて、今

も走っておりますが、いまだに混乱している状態ということです。潰れるという

ことは常識としては潰れた日から営業できないですので、それでも走れたという

のはすごいことですが、調べてみると通常の会社の破綻と同じでＥＴＣカードが

もう使えないので自腹で運転士が高速バスを走らせていたと聞いています。すご

い状況になってしまいます。民営のバスの経営破綻はあってはならない。とんで

もないことになるので絶対避けなければいけないことです。公営はそういうこと

は起こらないのでしょうけれども。 

かなり近いのがいわくにバス。あそこの場合は運転士が十分に確保できていな

いので、インフルエンザが流行すると運休になるとか、欠勤が多いと運休になる

とか今でもあります。運転士が確保できなければそういうふうになるので非常に

問題で、日頃は無駄に思えるかもしれないですが、ある程度余裕を持って組織を

作っておかないと、コロナが起こったことで運休になるということが起こってい

ますが、そういうことが日常的に起こるとなると市民の信頼を得られないので、

きちんとした経営体が必要ということは間違いなく言えると思います。 

 

ありがとうございます。井笠鉄道であるとか、あるいは経営破綻まで行かなく

ても撤退ということはいろんなところで起こっている。先程申しましたが岩国市

は委員がおっしゃったような状況がある中で民営化後路線の廃止はなさっていま

す。やむをえないことだと思うのですが、あるいは呉市の場合は呉市交通局から

広島電鉄に移行されたのですが、数年後に広島電鉄の方でこれらの路線はできな
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委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

いということで一昨年、再び呉市が直営でいろんな事業者にお願いしてバスを走

らせるということで、市の直営になってしまったというところもありますので、

民営化したらずっとその後その会社が責任を持ってもらえればいいのですが、そ

うではない事例は現実としてまだ起こっていますので、そういったことはあり得

ますと言及していかないといけないと思っています。ありがとうございました。

 

公営と民営の話なのですが、今までの話を聞かせてもらうと、コロナの現状も

踏まえると民営化というのは非常に厳しいという方向にあるかと思うのですが、

そういう意味で公営は持続性があるということなのでしょうが、今回の答申の最

適化を考えたときに、その持続性だけでいいのかという気がするのですが、先程

も公営であればいくらでも赤字が出てもいいというのはちょっとおかしいのでは

ないかと。公営であれば補助金が出ると。その補助金がどこから出ているか、市

とか国とか色々出ていると思うのですが、そこを垂れ流していいかというのがち

ょっと理解できないのですが、今の情勢では民営化というのは確かに厳しいと思

いますが、今の最適化の中で赤字がずっと続いているのをどうするかというのは

一つの答申の方向性だと思います。 

 

ありがとうございます。それは全くその通りだと思います。委員の皆様のご発

言もそうだと思うのですが、公営だからと言っていくらでも赤字を出していいと

いうことではなく、赤字はある程度やむを得ないということを皆さんおっしゃっ

ていると思うので、赤字がどんどん年々拡大していくとかそういうのはもちろん

どなたも望んでおられないわけで、数回前の議論に戻ってしまうのですが、公営

だとしても効率化というのは必要なので、その中で収益化の改善というのがあっ

て、日曜日はスリムにしたらどうとか、値上げしたらどうとか、そういう話をし

てきたと思います。この後も今の話は経営シミュレーションの話に通じると思う

ので、そちらに続けていきたいと思うのですが、公営だとしても効率化は追求し

ていくということだと思います。 

 

今民営化という話をしているのですが、現在民営化に手を上げるところとか、

過去に手を上げた業者さんは現実にあるのでしょうか。 

 

具体的にというのは無いのですが、十年以上前になりますが、民営として引き

受けられる事業者は、事業規模から中国ＪＲバスくらいか、と内部で話したこと

はありますが、具体的な話はありません。例えば山口市が平成１１年に民間移譲

する時に、色々調査されて、その時に競合していたのが中国ＪＲと防長交通、サ

ンデンです。その際にエリア的に一番いいだろうということで防長交通に移譲さ

れた。岩国の場合、競合するところはほとんどなかったので、第三セクター的な

もので移譲をかけた。宇部市の場合も競合が西の方で１０％程度です。宇部市の
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場合はほとんど単独的になるのでそこでの議論はほとんどされていない状況でし

た。 

 

半官半民。そういうシステムはあるような気がするのですが、数字を見て手を

上げる民間はおられないと思います。ここで公営と民営の良いところと悪いとこ

ろを挙げておられますが、民としての良いところを公営にもっていく努力を話し

た方がいい気がしながら聞いていました。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。それでは議論も収束してきたように感じますので、

こちらの議題をまとめさせていただきたいのですが、今回の資料の中で一般論と

しての公営民営の特徴、特質はまとめられておりますけれど、現状においてこの

タイミングで民営化という手段を取るには様々なリスクがあると、そこはやはり

考えないといけないと。そのリスクを考慮したとき、このタイミングでの民営化

は必ずしも得策ではないという方向かと思います。一方で、ご指摘いただいてい

るところですが、公営だから経営は考えないでいいことではなくて、当然効率性

の向上は考えていくし、利潤をどんどん出すことは無いにせよ、少なくともあま

り大きな損失を出さない状況にもっていかないといけないし、そのために民間の

ノウハウも積極的に取り入れていく必要があると、大きくそのような方向だと理

解しております。基本的にこの審議会としてはそういった方向性の議論だとまと

めさせていただきたいと思います。 

 

２ 議題 （２）収支シミュレーションについて 

 

今の件ともかなり関係するのですが、収支シミュレーションを前回お出しいた

だいたのですが、そこからかなり悲観的な方のシナリオを加えて、悲観的なシナ

リオのもとでの貸切等のシミュレーションを４パターン作っていただいているの

で、こちら事務局からご説明をお願いします。 

 

では、収支シミュレーションの方で説明させていただきます。会長もおっしゃ

いましたが、悲観か楽観かでいうと、前回お示ししました収支シミュレーション

については、コロナが収束するにつれて収支が改善していくという楽観シナリオ

で考えておりましたので、今回は悲観シナリオを想定して収支シミュレーション

を４パターン程説明差し上げたいと思います。まずは資料２-１になります。パ

ターンの体系表を提示しております。基本条件のところでまず一つ、今回悲観シ

ナリオを作るのですが、収入においては緊急事態宣言下においても一定のバス利

用があったということで、Ｒ２の落ち込みが底と考えて、これより悪くならない

と考えておりまして、コロナ終息後につきましてはウィズコロナで変容した生活

スタイルの定着化によりバス利用は戻らないと仮定した最悪シナリオでシミュレ
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ーションを作成していくと。その基本パターンから第二条件ということになって

おりますけれど、貸切事業を存続した場合、そしてその下の廃止した場合、その

二つに分けて、さらに第三条件といたしまして乗合運賃の値上げをした場合と値

上げをしない場合。さらに貸切事業を廃止したうえで運賃値上げをしないのと運

賃値上げをする場合の４パターンで考えていこうということで作っております。

詳細について次の資料２-２で４パターンをそれぞれ説明させていただきたいと

思います。 

まずパターンＡですが、貸切事業を継続して、運賃値上げをしないということ

なのですが、先程の悲観シナリオの前提条件といたしまして、Ｒ１のところはも

う既に決算が固まっておりますので決算が入っております。Ｒ２のところが前回

お示ししたのは１２月議会でご説明しました補正予算数値でしたが、今回３月議

会で更に色んな補助金や収支の関係が精査できるところがあったので、今回は３

月議会でお示ししていく決算見込みの数値に変更しています。費用につきまして

はＲ３からＲ１１の費用は色々事業規模を維持すると仮定した場合に想定される

費用で見積もっています。貸切事業は廃止しないとか、運賃値上げをしていない

という悲観シナリオということで収支シミュレーションを作っています。先程補

助金の話が出ましたが、収入のところの３段目と４段目、特に４段目の、うち宇

部市路線補助、というのがあるのですが、コロナが収束しないでこのまま悲観シ

ナリオを続けていった場合に、提示しています２億円というのは上限というふう

に設定させていただいて収支シミュレーションを作成しております。ということ

なので、実際は補助金をいただかなければどんどん収支が悪くなるという中で

も、ある一定の指標を作るためには、路線維持費補助金を２億に設定した状態で

収支を考えていくというところから、前回委員からアドバイスをいただきまし

た。何か条件を設定することによってアウトプットしていく中で何が悪いか、何

が良いかということが見えてくるというところでございますので、パターンＡに

ついては今のこういった形で考えております。なお、費用について一点だけ。Ｉ

Ｃカードの導入。これを令和３年度に予定しております。ＩＣカード導入につき

ましては費用の計上は翌年度の令和４年度から減価償却費で発生してきます。減

価償却費の中で定率法という形で、分かりづらいところではあるのですが、令和

４年度に最初に金額が多くなりまして、約７，５００万円。これが年々若干少し

ずつ減っていく形になりますので、Ｒ４年度の費用が高騰しているのは減価償却

費を見てもらうと分かるように、ＩＣカードの費用が大きいです。ＩＣカードの

費用の対応として収入もいただいているのですが、これもＲ４年度に減価償却費

と同じ考え方で収益化していきますので、その他収入というのが収入の下にあり

ますが、そこの金額が増えていくということになります。こういった形で全体的

な基本パターンを作ってきました。 

パターンＡにつきましては基本パターンと考えていただいて、次のパターンＢ

のご説明を差し上げたいと思います。資料２-２の下の方の表になります。これ
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については貸切事業を継続、ここで変わってくるのが、運賃値上げの実施という

ことで収支シミュレーションが先程の基本パターンより変わって参ります。運賃

値上げにつきましては現在の交通局の初乗り運賃１４０円を１５０円に改定して

考えております。約７％のアップとなります。それをベースに区間運賃や定期

券、普通乗車券、回数券など同様に上がっていくと試算すると、年間約６３０万

円の増となります。また、他の定期券、エコ定期券や通学フリー定期券などは購

入実績がありますので、その購入実績の券面額を一枚当たり千円ずつ値上げする

と試算しておりまして、エコ定期券は約５７０万円、通学フリー定期券は約２６

０万円の増となります。また値上げにつきましては宇部市と山口市の福祉優待乗

車制度の金額についても影響がありまして、今高齢者の百円負担や障害者の無料

は変更が無いものとして試算しますと、こちらが約１，６７０万円の増収となる

見込みです。なおこの試算においては乗客の逸走が無い、利用者減は本来考えら

れるところですが、乗客の逸走がないという形で試算しております。パターンＡ

をベースにＲ５からこの運賃値上げを反映してシミュレーションいたしますと、

パターンＢの表のＲ４の乗合自動車収入が３億３，４００万円とありますが、こ

れがＲ５については３億６，５００万円と、約３，１００万円の増収となってお

ります。先程の７％のアップ率や、エコ定期券、スクール定期券、宇部市山口市

の福祉優待乗車制度に反映してきまして増収額が約３，１００万円の増収で考え

ております。この増収効果はＡとＢの比較で見ていただくと、分かりやすいのが

Ｒ１１の欠損金がＡの表であれば欠損金がＲ１１は４億４，０４９万４千円が下

の表パターンＢのＲ１１の欠損金２億８，０９０万５千円と、１億５，９００万

円くらい好転しています。さらにこの影響としまして、パターンＢの表の宇部市

の路線維持費補助金を見ていただきますと、Ｒ４まで２億円で上限だったところ

が、Ｒ５の運賃値上げによりまして路線維持費補助金が上限を下回るということ

で、乗合自動車収入の増収によって乗合事業が補助金を削減する方向に進んでい

くというところでございます。この要因につきましては利用者負担が増えており

ますので、結果的に宇部市と交通局の財政負担が減る形になります。 

続きまして次の資料パターンＣを見ていただきますと、こちらは貸切事業を廃

止するということと、先程の運賃値上げはこちらではしていない状況でお示しし

ております。貸切廃止のシミュレーションといたしましては、Ｒ５から廃止する

ということで、パターンＣの表でＲ４貸切事業者収入が４，０００万円くらいあ

った収入がＲ５にはゼロになっております。その際対比する費用といたしまし

て、Ｒ４の支出の計を見ていただきますと、８億８，５００万円くらいある費用

がＲ５になりますと、約７億８，５００万円になりまして、約１億円の減少が起

こっております。このうち貸切事業の廃止に関係のない費用の減がありますの

で、それがＩＣカードの減価償却費の減２，２００万円と退職給付費の減１，７

００万円がありますので、それを除いた約６，０００万円が貸切事業を廃止する

ことによって減少したことが分かります。よって、コロナの影響があったＲ２の
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事業収入４，０００万円で推移すると見込んだ場合は、それに伴う固定費等が収

入を上回っているため、今のこの状況で推移した場合で考えますと、廃止した場

合の方が、収支が良くなる結果が出ております。 

最後にパターンＤになります。こちらは貸切事業を廃止、運賃値上げの実施と

両方するパターンで示しております。どちらも先程のＲ５に運賃値上げと貸切事

業の廃止を合わせて実施したシミュレーションといたしますので、当然両方合わ

せて収支は良くなり、結果基本パターンの欠損金がＡのＲ１１と比べますと、約

２億７００万円好転します。 

この結果を分かりやすくまとめたものが次の資料２-３です。赤い線がＡの基

本パターンのシミュレーション。一番下の方で欠損金が多くなっている状況が分

かると思います。次にＢ、薄い方の青色の場合は２番目くらいに欠損金が好転す

る側にある。Ｃの貸切事業の廃止で運賃値上げ無しの場合は先程の基本パターン

よりは少し良くなっている。最後のＤ、貸切事業の廃止と運賃値上げを両方した

場合については一番収支が良くなることによって欠損金が少なくなるというとこ

ろでございます。 

 

ありがとうございました。今回のシミュレーションは非常に厳しい数字なので

すが、前回のシミュレーションは令和２年に落ち込んだ後、徐々に回復してい

く、ただ、人口減少等による元々の減少のトレンドがあるのでそれ以上に回復す

ることは無いと、再びまた落ちるというシナリオだったのですが、資料２-２の

パターンＡ等を見ていただけると分かるのですが、今回のシミュレーションの場

合はコロナ禍の令和２年の乗合収入と貸切収入から全く回復しないというような

シナリオになっているということです。このシナリオですと、前回までは貸切事

業は乗合の固定費用をある程度持ってくれるという話があったわけですが、令和

元年規模の６，０００万円程度の収入がある状況であればそうだけれど、令和２

年度のようなかなり落ち込んだ状況ではむしろ切り離した方がいいという数字に

なっているということが、例えばＢとＤの比較に表れていると思います。運賃値

上げは色々条件があるけれども一定の効果があるという話かと思います。こちら

のご質問ご意見等あろうかと思いますので、どういった点でも結構ですが、よろ

しくお願いいたします。 

 

資料の確認をさせてください。まず、貸切バスを廃止しない場合としたところ

の差はＲ５から出ていますが、収入は貸切と乗合で分類されているので分かるの

ですが、収支がまとまっていて分からないのですが、これから読み解くと燃料費

が貸切バスを廃止しない時が７，３８６万５千円、廃止すると７，２１４万とい

うことは、燃料費が１７０万円くらいですか、売り上げに対して少ないような感

じがするのですが、そんなに燃費が良いものでしょうか。そこの確認です。 
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経費については事業別で仕分けがありまして、Ｒ２からの業務量における燃料

費は１７０万くらいとなっております。Ｒ１であれば約４００万くらいあったと

いうことですので、金額的はそういった形で試算しております。 

 

いかがですか。 

 

先程の支出の中の燃料費が廃止すると７，３００万から７，２００万になるの

で、１７０万が落ちますよ、それに対して収入は４，０５６万７千円落ちますと

いうことは、燃料費率は７％から１０％なのですが、観光バスはそんなに遠出を

しないところで稼いでいるということでしょうか。普通７％と言ったら３００万

くらいいくような気もするのですが。逆に言うと、燃料費がもうちょっと安くな

るということは廃止効果が高くなるという意味です。今のお話で言うと、１７０

万の燃費で４，０００万くらいは稼げるというお話でよろしいわけですね。 

 

Ｒ２でほぼ実績になるのですが、ほとんどがスクールバスと言うか総合支援学

校の契約です。市内のスクールバスです。遠出のバスが今回Ｒ２ほとんどござい

ませんので、確かに市内を運行しながら年間約５６，０００キロとなっておりま

して、その中で４，０００万円は収入が上がっているということでございます。

 

分かりました。そうするとこれは本来の意味の観光というよりは、私達は準観

光というのですが、送迎業務という感じですね。 

 

Ｒ２につきましては半分以上が送迎、あとは社会見学等です。 

 

分かりました。例えば乗合バスを使って、乗合の貸切転用みたいな形で運ぶと

収入だけは取れますよね。そういうのはどうですか。 

 

おっしゃる通りだと思います。 

 

そうすれば観光バスの車両のコストは落として、せっかくいい仕事があるので

あれば、それを捨てるのはもったいない感じがしました。 

 

ありがとうございます。 

 

今のことで良く分かりました。単純に見ていたら、なぜ貸切事業を廃止すると

こんなに改善するのかと思っていたので、よく考えてみたら、令和元年度が通常

のいわゆる観光バス的なものが入っている、これが６，６００万で、令和２年度

はそれがほとんどゼロなので４，０５６万になっているということですね。３も
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４もいわゆる元々の貸切っぽいものは戻ってこないという前提で、令和５年度に

廃止というふうに見ていると。そうすると本当だったら貸切はコロナが無ければ

６，６００万なので、本当はそれと比較しないといけないですね。今だと単純に

貸切が無くなると非常に改善すると言ったのは決してそうではなくて、プラス

３，０００万くらいの収入があるという前提で比較しないと本当はいけないとい

う注意が必要だと思いました。本来だったらそういう利用があるということを前

提として人や設備を持っているが、それをやめてしまえばやめる分だけ改善する

ので、収入は下がったままの方で比較していて、支出は下がっていない状態で比

較しているので、令和５年の貸切バスの廃止で非常に改善するというふうになっ

てしまっているので、本当は貸切バスが戻ってくるということとの比較も見ない

といけないのかもしれません。今委員がおっしゃっていたのはそこではないかと

思います。ですが、その場合でも貸切と乗合でそれぞれセグメントに分けて支出

を見ることをしていなかったので、単純に乗合も貸切も一緒にやることによるあ

る種の規模の効果があるというふうに、あるいは補完的な効果があるというふう

に思っていたのですが、現状では貸切事業が普通に動いていたとしてもあまりな

かったという結論ですか。そう見ていいでしょうか。 

 

私の理解では、令和元年レベルであればまだ若干効果があったという。委員が

おっしゃるように、令和２年で固定してしまうと、むしろ貸切はやらない方がい

いとなるのですが、令和元年レベルであれば、もう少し、若干ですけれども貢献

する形になっていたと思います。 

 

このシミュレーションでも収入の方は乗合と貸切は分かれているけれども、支

出は乗合と貸切で切り分けられていないので、ちょっと分かりにくいところがあ

るのかと思います。ただ、これは一緒くたにやっているのでそうやらざるを得な

いという統計だと思うのでやむを得ないのですが、令和元年度でも、とんとんよ

りちょっと上かとんとんくらいでしたか。 

 

若干貢献はしているかと。 

 

貸切が戻ってくるとしてもそこまで戻ってこないという見立てで、あるいはも

し戻ってこなくてやめるとしても、これは他社ができるところなので、現状に近

くあまり戻ってこないというシナリオと比較すれば改善するという判断で良いと

いうシミュレーションだと解釈すればよいですか。 

 

そうですね。私自身、この結果を見せていただいたのが昨日くらいなのです

が、私自身がこれを見て思った印象としては、令和２年のスクールバスと社会見

学くらいしかできていない状況が回復しないのであれば貸切の撤退も選択肢に入
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ると。ただ、若干改善してきて、もう少し以前の勢いは無いにせよ、令和元年な

いしそれ以前に近い状況まで回復するのであれば貸切を継続したほうが良いとい

う結論ではないかと私としては思っております。 

 

これは私も思っていたのですが、貸切の専門的な設備や営業所は無くて、乗り

合いバスのプラスアルファくらいで持っている陣容で送迎輸送とかというのがで

きるという前提で計算するとどうなるかは知りたいです。つまり貸切でしか動か

ない車は持たないというふうにした時、この４，０００万のうち、どの程度を運

ぶことが出来るのかとか、そういうことが可能性としてはあるかと思いました。

そこは交通局として検討することは可能ですか。 

 

いかがですか。 

 

つまり貸切の中に二つ部門があるわけです。 

 

今支援学校のバスは、以前乗合車両を改造して支援学校専属の車椅子が乗れる

仕組みを作っています。そういった意味では、支援学校については十分できると

思うのですが、一般貸切については交通局で運行している空港線特急バスがトッ

プドアなので、そういったものを流用して貸切として使うことは可能になりま

す。そういったところを検討は出来ます。今回悲観シナリオということで一番悪

いパターンを出しております。本来ならば令和元年の６，６００万円の貸切収入

も、本来であれば運転士がそろっておれば１億は超えている収入ですが、令和元

年で４５０台くらい庸車をしております。それ以前であれば平成３０年で１億２

００万円、平成２９年で１億１，７００万円という貸切収入が入っている状態で

す。さらに人件費で貸切係というものを置いているので、そこに４人くらい人員

を配置している。貸切のシステムですが、発車オーライというシステムに３，０

００万円という費用が掛かっていますが、これをやめたとしても運行係との一体

的なシステムになっているので、まったく落ちない状態になります。ですからそ

こがちょっとやめても落ちない費用が結構あるところです。そこで分けにくいと

ころがあります。 

 

令和元年も既に運転士不足で傭車していて、収入として入っていない状態です

ね。だから令和４、５辺りで貸切事業が立て直せないのであればやめた方がいい

という判断になるかもしれませんね。特別支援の仕事は入札ですか。 

 

入札です。 

 

そうするとこれは結構激しいのではないですか。なかなか継続は見通せないと
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いうことは無いですか。 

 

今３年契約になっていて、３年前までは３方向の契約を取っていました。で

も、民間の参入がありまして２両という形になって、３年前から１両落としてい

る状態です。車両を揃えないといけないというのがあるので、車椅子が乗れるた

めの車両を持っている強みがあったのですが、そこについてはうちの方で入札を

取っていますが、一般車両を使う場合の入札は年間契約であれば３０％までダン

ピングができますから、そこの部分で若干負けておりました。 

 

だから安定的ではないですね。特別支援は全国的に見ても入札ごとに変わるこ

とが多いので、見込むのが難しいと思いました。そこは不安を覚えました。いわ

ゆる年間契約的な貸切と、それぞれの旅行ごとに取っていく貸切とで分けて考え

る必要があるということと、乗合事業の延長でできる部分である程度できる仕事

があるのならそれは継続してもいいのかもしれないと思いました。参考までに申

し上げます。以上です。 

 

ありがとうございました。 

 

今の件で、確認ですが、今回貸切を廃止したときに、人件費が下がっておりま

すが、これは先程の営業員４人の含まれている判断でよろしいでしょうか。 

 

含まれています。専属の職員を全て落として計算しております。 

 

ここでの争点は乗合の話をしていますが、貸切事業が先ほど言ったように本当

に運転士を揃えられて、稼働率を上げられるかということが一つ大きな問題にな

ると思います。営業力があるということであれば、運転士さんを入れてちゃんと

した高い稼働率にもっていけばあった方がいいと思います。もし出来ないのであ

れば完全な足手まといになります。うちの会社でもそうです。本来は貸切バスの

利益で乗合バスを補填するという内部補填の仕組みが今壊れています。そうする

と逆に貸切バスは車両１台を維持するだけで大変な金額がかかるので、これは逆

にあってはいけないし、それを止めるのであれば徹底的にそういったものを無く

さないといけません。貸切バスが事業として成り立つかという検証が条件の一つ

になってしまう可能性もあります。 

 

ありがとうございます。おそらく委員のご指摘等から考えても、令和３年度に

どの程度貸切事業が回復できるかというところが一つ焦点だと思っています。委

員のご指摘のところ、シミュレーションに関しては、今回かなり悪いシナリオを

考えていただいている、特に貸切にかなり不利なシナリオを考えていただいてい
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るところがあるので、ここを中間的なシナリオの可能性があるかを事務局とも今

後相談してまいりたいと思います。貸切に関しては、令和３年度にこの悲観シナ

リオに近い状況、つまり一向に回復しない状況になると貸切の撤退も視野に入れ

ざるを得なくなる。そういうことは現状では言及せざるを得ない。今年度末の答

申としては言及せざるを得ないと。ただ、回復することが出来ればもう少し状況

は良くなると考えますので、貸切についてはそういうまとめ方をしていく必要が

あると考えています。この資料２-３でこういう形で色々変わってきています

が、貸切はともかくとして値上げの部分に関して、ある意味公共交通のコストを

誰が負担するか、交通局と乗客と宇部市が、誰が負担しあうかという話になって

いて、ＢとＤは値上げすることで収支は改善していますが、ご説明もあったので

すが、実態としてこの時は宇部市の高齢優待の支出が増加するということなの

で、その分実は宇部市の財政負担は増えている。それから乗客の負担も増えてい

るということになります。今回ご説明がありましたが、宇部市からの補助は２億

円を上限としていますので、実は仮に市がより多くの補助をされるのであれば交

通局の収支としては良くなるのですが、その代わり当然市の財政支出は増える

と。宇部市と交通局と乗客の三者で、負担をどう分担するかという形になってい

る面があります。全体の欠損自体を減らそうと思えば不採算路線の廃止も視野に

入ってくるわけです。私はこの試算を見て非常に感じたことは、令和２年ベース

では公営民営の話がありましたが、どなたがやられるにしても非常に厳しい状況

だということで、もう少し改善してほしいというのが正直な気持ちとしてありま

すが、こういった形の試算を出していただいたと。今回これを出していただいた

ことは答申の方向性にも影響があると思いますが、今皆さんからご指摘をいただ

いた点を踏まえて、答申のまとめとさせていただきたいと思います。シミュレー

ションに関して何かまだご質問等ございましたら。よろしいですか。 

 

２ 議題 （３）答申書（案） 

 

それでは、三つ目の議題に入らせていただきます。答申書案ということです

が、本日の審議会に臨むにあたりまして考えておりましたのは、公営民営の議論

や先程のシミュレーションが貸切の方向性にも影響致しますので、そのあたりを

踏まえないといけないので、現時点でまだ答申案をお示しできないと考えており

ました。とはいえ次回が最終回となっておりますので、ある程度答申の構成を考

えまして、今日と、今日から次回までの間に委員からご指摘等頂いてそれを踏ま

えて私としては事務局と相談しつつ答申案を作成したいと考えております。 

資料３というのがございます。時間も大分来ておりますので軽く説明させてい

ただきます。まず振り返りですが、そもそも宇部市長からどういう諮問を受けて

いたかということですが、バス事業のあり方と運営の最適化について答申を求め

ますということでした。かなり広範な記述になっているので、これは私達として
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どう受け止めて答申していくかというところがあるわけです。それ以降が答申を

どういう構成にするかということで案なのですが、まず第１章として、現状分析

と基本的な考え方。３ページ目にいって、２として公営交通の特徴と課題。そし

てその下に３として果たすべき役割と経営合理性の両立。４ページ目にいきまし

て、新たな課題への対応という４章の構成で考えております。 

１の（１）宇部市におけるバス交通の位置づけ、当審議会でもその点の議論が

ありました。昭和４１年に宇部市の交通事業に関する条例が制定されています

が、本市及び本市の周辺における交通機関を整備し、市民の利便に供するために

交通事業をやるということが書いてあります。それから市の計画を下に二つ挙げ

ていますが、１ページ目の一番下に書いてある地域公共交通網形成計画、これが

交通のマスタープランです。こちらにはまちづくりの方向性がありまして、その

拠点を結ぶ交通手段としてバスを位置付けるということが書かれています。２ペ

ージ目に参りますが、基本的に今宇部市のバス交通の役割というのは市民の移動

手段であると、それから、市内の公共交通の軸を構成して、交通まちづくりの中

核を担う移動手段であると位置づけられるかと思います。（２）の課題ですが、

バス交通にこの役割があるということはいいのですが、これは必ずしも公営でな

ければいけないということではなくて、公営民営いずれであっても構わないわけ

なので、公営交通であることの意義ということはこの審議会で議論すべき内容と

して挙げられているのだろうと思います。それが①です。それから②としてそう

いう役割を宇部市の公営バス事業は求められているわけですが、先程から議論が

あったように、経営合理性も追求しないといけない。その両立を考えたときに、

俎上に上がってくるのが貸切事業はどうなのか、乗合事業はどうなのかというこ

とになると思います。それから③は先ほど言いました地域公共交通網形成計画と

いう２０１７年に作成されているのですが、実はこれは計画の年限が来年度で

す。令和３年度いっぱいです。おそらく宇部市におかれては令和４年度以降新た

な計画を作成されるのではないかと思いますが、この計画も大分後半に来ている

ということです。大分時間が経ってきているので、色々状況も変わってきている

と思います。網形成計画作成後の状況変化も踏まえないといけないのではないか

という、この３点を課題として挙げています。あと、コロナの影響ですが、毎月

の状況等を挙げていただいているので、乗合と貸切の現状はどうかという話をま

とめられると思います。コロナの中でも長期的影響、つまり今後の話について

は、ここで先程のシミュレーションについて基本シナリオを悲観シナリオ、この

まま二度と回復しないようなケースとを考えていくことは、ここで言及すること

になると思います。 

２の公営交通の特徴と課題というところで、ここはまさに今日の前半の議論に

即した内容ですので、本日の皆様の議論の内容を入れていくことになるのではな

いかと思います。 

３の（１）というところは貸切事業のあり方で、以前色々議論しております
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が、今回こういうシミュレーションが出ましたので、そのあたりを踏まえた内

容、その中で稼働率が回復することが貸切事業を継続するためには必要条件であ

ると。そうでなければ、例えば令和３年度に状況が改善しなければ撤退というこ

とも視野に入ってくるという記述になるのではないかと思います。乗合事業につ

きましては、夏から秋にかけて議論はしてきたと思います。基本的には収支改善

や収益性の向上を思考していますので、この辺りは以前の議論を踏まえた内容を

書いていくことになると思います。 

それから４番最後の章の新たな課題への対応というところで、こちらも例えば

日曜日などは状況によっては減便も考えるべきではないかとか、サービス見直し

の内容、それから人材確保はこの数年でさらに厳しくなっていますから、これも

以前議論していただいていると思いますが、その内容をここに入れます。あとは

ＭａａＳであるとか、新しい考え方が入ってきている中でそれにどう適応してい

くかという話も必要だろうということです。最後に市民の支える意識というよう

なところで考えております。あくまで答申案で答申そのものではないのですが、

ここに今日の公営民営の議論及び貸切事業の議論を加えることで、文言等整えま

して、次回お示しできるようにしたいと思っております。先程事務局とご相談し

たのですが、本日この構成に関するご意見をいただいたのを踏まえて、私と事務

局の方で答申案を準備します。それをできますならば事前に委員の皆様にお送り

して、ご意見をいただいて、場合によっては修正して次回最終案として承認して

いただくという手順を取らせていただきたいと考えております。答申案について

は以上ですが、何かご意見ご質問ありますか。 

 

答申案の（４）のところで市民の支える意識という項目がまだ挙がっていない

のですけれど、それぞれの地域の市民やコミュニティや自治会や連合会やコミュ

ニティ推進協議会とかそういうところも含めて地域のバス路線を乗って支えると

いう活動をもっと活性化することが大切だと思います。それから公共施設や民間

の施設も含めて、施設にはバス路線案内とか最寄りバス停や時間を、図書館や公

民館、ふれあいセンター、病院等各所に掲示するのが当然の市民サービス、利用

者サービスでもあります。そのバス路線のアクセスがあって利用者が増えるとか

地域が元気になる、人の行き来が増えて楽しみや経済活動や消費や健康が増進さ

れるということがあると思うので、それをどこまでこういったところに書くかと

いうことはあるかもしれませんが、そういう要素は入れていかないと、空っぽの

バスを走らせてけしからんと責めていてもしょうがないだろうと思います。それ

から市民だけではなく事業所とか企業、大学も含めてもっとバス通勤や公共交通

を利用した通勤通学を促進するメリットを健康などもあるので、車ばかりで動い

ていたら退職した途端に歩けなくなる人になるし、バスの使い方が分からなかっ

たら、運転をやめたら運んでくれる人を待つ人になって老後の生活も暗いと思い

ます。普段からちょっとでもバス停まで歩くということも心身の健康には良い面
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もあり、企業にとってそういうメリットもあると思うので、車の方が便利で安い

という面もあってバス通勤などは低迷していると思いますが、その辺を地域の企

業や事業所の協力を促進されると良いと思って、そういう要素をちょっとでも入

れていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

ありがとうございます。おっしゃるようにどこまで書くかというのはあるので

すが、そういう要素は組み入れていきたいとは思います。この審議会で議論が出

たということもありますし、先程のシミュレーション等を見ても令和２年度レベ

ルでは経営上何ともならないと申しますか、かなり悪い状況にあって、それを前

提にしてしまうと、結局そのコストを税金で負担するか、利用者が運賃で負担す

るかという話になってしまうので、もう少し利用が回復しないとバス事業そのも

のが、公営民営に関わらず厳しいのではないかと感じています。個別にどこまで

書くかということはありますが、そういう要素は入れたいと思います。ありがと

うございます。 

 

前回も言わせてもらったのですが、貸切事業をやる上では大型バスは必要と思

います。乗合バスをやる上で大型バスは本当に必要かというところを私は考える

ところです。経営の効率化というか、見ていると大型バスだけが走っているとい

う状況です。この間免許証の話もしましたが、大型の免許だけではなくて中型の

免許も含めたバスの利用状況と運転士の免許の状況を合わせたものを検討してい

く必要があると思います。それから二つ目ですが、ここにＩＣカードの導入とい

うのがあります。これは最初からＩＣカードを導入するかどうかはまだ決まって

ないと話を進めてきて、前回初めてＩＣカードが決定ということになりました。

ここで、ＩＣカードという一項目が上がっていますが、ＩＣカードの利用につい

てもう少し具体化ができないかと、付け加えることが出来れば、付け加えた方が

いいと思います。それから市民の支える意識というところがありますが、市民が

このバスに乗りたいという意識を持ってもらうことが非常に大切だと思います。

そこで、バスのデザインや色ですが、本当に昭和４０年代から同じ色で同じデザ

インのバスが走っています。最近貸切バス等は綺麗なデザインでこれは乗りたい

というデザインがありますので、すぐにはできないと思いますが、できればすぐ

に、愛着が持てるようなデザインの方向にいくと良いと思います。 

 

ありがとうございます。一つ目の車両と人のこと、人材育成のことはもちろん

書きますが、車両の件、色々あるのは承知していますが、交通局の方でも車両の

小型化は既に着手されていると理解しているので、利用実態に合わせた車両の小

型化の方向性については記載する余地はあろうかと思います。ＩＣについては私

の理解では宇部市の予算案で計上されたということだと思うのですが、ＩＣに関

してはここまでの議論である程度はしてきていると思うのですが、利用状況の分
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析に使える面もありますので、もちろん利用者の利便性だけではなくて、利用状

況のデータの蓄積や分析が可能になるというところは重視したいと思っています

ので、その辺りは書いていくべきではないかと思います。それから最後のデザイ

ンですが、デザインの件は、私は全くこの時点では視野には無かったのですが、

ご参考までに申し上げると今ブランディングはまだこれからですか、宇部市の事

業でバス路線のブランディング事業をやられていて、デザインの工夫とかをやろ

うとされていると承知しています。そういったことは色々進めていただきたいと

思います。ありがとうございました。 

 

宇部市外の路線のあり方という項目があるのですが、宇部市内の路線の見直し

とかバス停の位置の見直しの議論はされてなかったと思うのですが、利用者にと

っては大事な所だと思うのですが。市内の現在のバス停の位置です。交通局で

色々考えられて、最善でここだろうということでやっておられるのだと思います

が、色々地元の人に聞いてみると、あそこよりここの方がいいという意見も多々

聞きます。 

 

私の考えで申しますと、ベースになっているのが今日の私の資料で言う１ペー

ジ目の一番下に書いてある宇部市地域公共交通網形成計画で、こちらの方でバス

路線のネットワークの基本的な構成は市の方で方針を定めていて、その方針に則

って交通局のバス路線がある状況になっています。この計画との関係性で言う

と、今のようなご意見は当然皆さんあると思うのですが、基本的には宇部市の方

が策定される公共交通の計画の方でこういったネットワークがいいのではないか

という話を議論していくと。その中で、交通局は市の計画に忠実に路線を構成さ

れているので、この中で効率性を改善していくところで何ができるかと言うあた

りがこちらの審議会の使命だと考えております。宇部市外をあえて言及している

のは、宇部市の計画には当然山口市の路線のことが書いていないわけです。なの

で、言及しているというところがあります。 

 

市外という言葉に対して市内という言葉もあった方がいいという考えです。あ

りがとうございます。 

 

その他ご意見等いかがでしょうか。 

 

出てこないようならよろしいでしょうか。どうしても公営交通の議論をすると

利用促進の話と経営改善の話が入り混じるというのがあって、それが議論を複雑

にするというのがありました。今の公営の考え方としては、実は昔からそうだっ

たのですが、特に明確になったのは、利用促進や路線をどういうふうにしていく

かは基本的には自治体がやる、と。自治体というと、宇部市交通局も自治体だろ
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うということになるかもしれませんが、地方公営企業は通常含まない。宇部市交

通局は交通事業者であって、宇部市役所とは運輸の法令上は違うものと考えま

す。そういう意味では、宇部市が作られる計画や宇部市が行う交通政策で利用促

進や路線の見直しをやっていかれ、その中で宇部市交通局が何をできるかという

ことをやっていくというのが基本的な考え方だというのは、以前に比べてかなり

明確にそうなっているので、そういうことを踏まえた答申にしていかなければい

けないというのがまず一点。じゃあ宇部市交通局が利用促進とか何もやらなくて

いいかと言えば全然そうではなくて、そういう市の方で考えている利用促進につ

いて、公営交通事業者である宇部市交通局が一体何ができるのかをきちんと書い

ていかなければいけない。どちらかというと受け身的ではあるのですが、公営で

あることの意義を考えると、法令上は別なのですが、宇部市の中の組織としてや

っている交通局であるからこそ、宇部市民の皆さんあるいは利用者の皆さんと一

緒になって色々物を考えて、どんどん利用を増やすことが出来るという形でこの

組織が動くと非常に意義があると。逆に言えばそれができないのであれば公営で

ある意義が一個減るということなので、最後の方には宇部市の施策に応じて一体

交通局が現場をもって、しかも市の部局の一個であるということから、民営には

できないどんなことが出来るのかということをきちんと書くということが必要だ

と思うので、私もこんなことが出来るのではないかと言えますが、最後は交通局

の皆さんが覚悟を決めて、民間にはできない、これは俺たちがやるというのをぜ

ひ入れていただきたいというのがお願いです。さらに言うと、会長がおっしゃっ

たように、宇部市の交通政策を規定する宇部市公共交通網形成計画は来年度が見

直し時期になって、その時に宇部市交通局も発言力があると思います、現場を持

っている者として。積極的に交通政策に対して我々はこういうことが出来るとい

うことを言っていくということ、あるいは我々が持っているこういう情報を計画

の見直しにぜひ反映してもらえるようにしたいし、逆にそういうデータをきちん

と交通局として用意しておくというのが一つの大きな役割。民間事業者だと必ず

しもそうじゃなくなります。企業秘密みたいなものが当然あって、自分の利益に

都合のいい一番究極のところは私もいつも苦労していますが、なかなか出しても

らえません。だけど公営であった時にはそうじゃなくて、市民の利便に供するた

めとして出せるネタがよりたくさんあるというふうに思われる。ただデジタル化

ができていないとか、色んな整備ができていないということでしょうから、そう

いうことをきちんとやっていくことが、公営交通で公共交通政策に寄与するため

の宇部市交通局の組織としての役割として重要になってくるということは答申に

書くべきじゃないかと思います。そういったことがあると、先程の民営公営に対

して公営交通であることの意義が明らかになるし、今のような交通政策と交通事

業が別物であると。もちろん密接に関わるのだけど、別物であるということに対

して、交通事業がどうあるべきか、ということに対する答申である今のこの審議

会の議論が有効性を持つと思います。そういうふうに考えていただければと思い
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ます。 

 

大変重要なご指摘多数いただきまして、どうもありがとうございました。やは

り一つは利用促進に関しては、どうしても市と交通局を一体的に考えてしまうと

ころがあるわけですが、市がすべきこと、その中で交通局がすべきことを意識し

ながら書いていければと思います。その中で、交通局としてこれをするのだとい

うようなところも確認させていただきたいと思います。それから網形成計画の見

直しの件も私自身は大事だと思っています。私自身宇部市の公共交通協議会に現

状で入っていまして、その中で網形成計画の策定の議論にも加わっていたわけで

す。そういった中でそこから何年か時間も経過して、いろいろ課題は個人的にも

認識するところはあります。そういったところの中で、宇部市は宇部市のお考え

で今後やっていかれるわけですが、そこに対して宇部市交通局としてどう向き合

うかということは、このタイミングとして大事だと思っています。その辺りも意

識した記述とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

大分時間の方が参りましたので、そろそろまとめさせていただきたいと思いま

す。大変重要なご指摘を答申構成案に対していただきまして、どうもありがとう

ございました。先程申し上げましたように、本日いただきましたご意見等を踏ま

えまして、それから本日の前段の公営民営あるいは貸切に関する議論等を踏まえ

まして、答申書の案を次回の審議会よりも前に作成いたします。そちらを事務局

から委員の皆さんにお回しいただいて、そこの時点で具体的な記述も含めたご意

見等をいただいて、それらを踏まえて次回３月の審議会で最終案として決定でき

ればと考えております。では、本日の議題は全て終了いたしました。本日取りま

とめに向けて大変重要なご議論をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。事

務局の方に進行をお返しします。お疲れ様でした。 

 

３ 連絡事項等 

 

会長ありがとうございました。連絡事項でございますが、次回３月３０日火曜

日の午前１０時を予定しております。これが最後になります。それまでに今会長

がおっしゃいましたが、答申案を私どもの方からお送りして、それに対するご意

見等も募っていきますので、皆様方にはたくさんご意見をいただける様よろしく

お願いいたします。最後に局長から一言ご挨拶申し上げます。 

 

皆さん長時間どうもありがとうございました。本当に今日は聞いていて、私達

はまだまだやることもありますし、しっかりやらないと公共交通が維持できない

のではないかと思ったところです。昨日はニュースで西鉄バスが新型コロナの影

響で減便をするという報道がありました。これは持続させていくために減便する

とのことですが、宇部市においての自主路線は空港線しかありません。そういっ
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会長 

 

 

たところで減便等も考えていけるのですが、ただ、コストの削減は今後も行わな

いと持続できないと思います。来週から議会も始まります。２月２６日から始ま

るのですが、交通局では令和３年度の当初予算を提出しております。こちらは初

めて赤字予算で提出することになりました。これまでは剰余金があってそれを食

いつぶしてきたのですが、もう剰余金が無くなって借金生活という形になるので

すが、事業としては十分継続していけるのですが、経営改善案を作りながら借金

を返していけるような方法を取らないといけませんので、この審議会が大きく影

響してくると思います。そういったところで交通局の経営改善案を作っていこう

と思いますので、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございま

した。 

 

４ 閉会 

 

オンライン参加の皆さんもどうもありがとうございました。 

          以    上 

 


